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令和８年度業務プロセスの見直しに係る課題解決支援業務 企画提案募集要領 

 

本公募は、令和８年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであ

り、予算成立後に効力を生じる事業であるため、県議会において当初予算案が否決された

場合は、契約を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

１ 委託業務の目的 

 新沖縄県行政運営プログラム（令和５年３月策定）では、目標として掲げたスマート県

庁の構築を実現するため、事務手続きの簡素化や ICT の有効活用等による「業務プロセス

の見直し」を実施することとしている。 

本業務では、令和８年度の業務プロセス見直し対象業務のうち県が指定する業務につい

て、現状（As-Is）、あるべき姿（To-Be）を分析し、職員による解決策（Can-Be）の導出を

支援するため、研修を委託実施する。 

 研修では、所属における課題を共有し、その解決のためのプロセスを示すことで、職員

による自律的な業務改善を支援する。また、当該支援・改善内容を全庁的に共有すること

で、他業務における改善にもつなげる。 

 

２ 契約期間 

契約締結の日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 委託業務の概要 

(1) 委託業務名：業務プロセスの見直しに係る課題解決支援業務 

(2) 募集期間：令和８年２月 25日（水）から令和８年３月 16日（月）まで 

(3) 業務内容：別添「業務プロセスの見直しに係る課題解決支援業務仕様書」のとおり 

(4) 事業予算額：2,600千円以内（消費税込み） 

   ※この金額は企画提案のために設定した金額であり、実際の契約額とは異なる。 

 

４ 応募資格 

  次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４第１項の規定に該当しない

者であること。また、同条第２項各号に該当すると認められる者で、その事実があった

後３年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者でないこと。 

(2) 宗教活動や政治活動を目的とした者又は暴力団もしくは暴力団員と関係を有してい

る者ではないこと。 

(3) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に

基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(4) 当該業務を円滑に履行するために必要な経営基盤及び体制を有すること。 
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(5) 共同企業体で実施する場合は、以下の要件を満たすこと。 

  ア 共同企業体を代表する者が応募を行うこと。 

  イ 共同企業体を代表する者は、事業目的の達成のため、他の構成員との連携を密に行

い、事業を円滑に推進する能力を有する者であること。 

  ウ 共同企業体の全ての者が上記(1)、(2)、(3)の要件を満たし、いずれかの構成員によ

り(4)の要件を満たしていること。 

  エ 共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として、または単独で本件入札業

務に参加しないこと。 

 

５ 企画提案書等の提出 

  企画提案に参加を希望する者は、次の書類を作成し、提出すること。 

(1) 提出書類 

  ア 企画提案応募申請書【様式１】 

  イ 会社概要【様式２】 

  ウ 事業実績書【様式３】 

  エ 見積書【様式４】※記載項目を満たしている場合は、応募者所定の様式でも可 

   ・研修経費は内訳がわかるように見積もること。 

   ・宛名は「沖縄県知事」とすること。 

  オ 企画提案書【様式任意】 

   ・Ａ４、縦、左綴じで作成すること。 

   ・仕様書の内容を反映した研修プログラムとし、時間配分、研修の内容を具体的に記

載すること。 

・映像コンテンツを使用する場合、仕様イメージを写真、イラスト等を用いて具体的

に記載すること。 

   ・予定講師のプロフィール、研修実績等を添付すること。 

  カ 業務執行体制【様式任意】 

  キ 作業スケジュール表【様式任意】 

   ・研修に使用するテキスト等は、研修開催の一週間以上前に納品できるようスケジュ

ールを立てること。 

  (注)共同企業体の場合は、構成員ごとに会社概要、事業実績書を作成すること。 

(2) 提出部数：各５部（正本１部及びコピー４部） 

(3) 提出期限：令和８年３月 16日(月) 17時まで 

(4) 提出方法：持参または郵送（郵送の場合は上記〆切期日必着、書留で行うこと。） 

(5) 提出先： 〒900-8570  沖縄県那覇市泉﨑１－２－２（県庁５階） 

        沖縄県 総務部行政管理課 行政改革班 

  業務プロセスの見直しに係る課題解決支援業務担当 
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６ 質疑等 

  本事業に関する質問については、令和８年３月５日(木) 17時まで随時メールにて受け

付けることとし、質問の回答についてはホームページに掲載する。 

  （問合せ先）行政管理課代表 e-mail：aa003010@pref.okinawa.lg.jp 

 

７ 選定方法 

(1) 「企画提案選定委員会」において書面審査を行い、委託候補者を決定する。審査内容

に係る質問や異議は一切受け付けない。 

(2) 必要に応じ、追加資料の提出、提案内容の追加・修正、ヒアリングの対応等を求める

ことがある。なお、ヒアリングを実施する場合の日時については、事前に提案者に連絡

する。 

(3) 審査結果については、書面で通知する。 

 

８ 評価項目 

(1) 目的合致度 

  ・事業の目的を踏まえ、要点が明確に示された提案となっているか。 

(2) 提案内容（研修） 

  ・仕様書の内容が全て含まれているか。 

  ・研修のタイムテーブル（グループワーク、講義時間等）は適切か。 

  ・対象となる業務の課題を把握・分析・解決するための適切な手法が示されているか。 

(3) 研修講師の技量 

  ・本研修の講師を務めるにあたり必要な専門知識、経験等を十分有する人材が選定され

ているか。 

   ・過去３年間に、官公庁又は公的機関を含め、類似の研修を行った実績を有しているか。 

(4) 実施体制 

  ・研修の確実な実施のため、適正な実施体制を取ることができるか。 

  ・県との連絡体制が明確であり、スムーズな打ち合わせができるか。 

  ・業務遂行のための経営基盤を有しているか。 

(5) 経費 

  ・経費の見積は妥当な積算額となっているか。 

 

９ その他 

(1) 当該公募は、次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、

予算成立後に効力を生じる事業であるため、県議会において当初予算案が否決された場

合は、契約を締結しない。 

(2) 選定した委託候補者と委託に関する協議が合意に至らなかった場合は、次点の者を繰

り上げて契約交渉を行う。 
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(3) 提出された書類等に虚偽の申請があった場合は応募を無効とする。 

(4) 企画提案書等の提出書類の作成・提出にかかる経費は、提案者の負担とする。 

(5) 提出された書類等については返却しない。 

(6) 提出された書類等は、当該委託候補者選定の審査目的以外には使用しない。 

(7) 委託候補者選定に関する審査内容及び経過等については公表しない。 

(8) 契約に当たっては、地方自治法施行令及び沖縄県財務規則第 101条第１項により、契

約金額の 100 分の 10以上の契約保証金が必要となる。ただし、同条第２項の各号のいず

れかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 当該業務について、県の了解なしに第三者に全部又は一部を再委託することはできな

い。再委託を行う場合は、仕様書等を確認し、「再委託承認申請書」を提出すること。 

(10) 検討すべき事案が生じた場合は、県と受託者で別途協議するものとする。 

 

10 問い合わせ及び応募書類提出先 

  〒900-8570  沖縄県那覇市泉﨑１－２－２（県庁５階） 

  沖縄県総務部 行政管理課行政改革班 業務プロセスの見直しに係る課題解決支援業務 

  Tel：098-866-2155 Fax：098-866-2157 E-mail：aa003010@pref.okinawa.lg.jp 

【地方自治法施行令】 

 （契約保証金） 

第 167 条の 16 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公

共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。 

【沖縄県財務規則】 

 （契約保証金） 

第 101 条 令第 167 条の 16第１項の規定による契約保証金の率は、契約金額（長期継続契約に係る入札

にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12を乗じて得た額）の 100分の 10以

上とする。 

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納

付を免除することができる。 

(1) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令（昭和

22年勅令第 165号）第 100 条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証

契約を締結したとき。 

(3) 契約の相手方が、国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した二以

上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

(4) 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。 


